札幌市排水設備指定工事業者の指定の申請について
（申請書記載要領）
【法人の場合】
１ 指定申請書の記入内容について
　　・指定申請書

　　　申請者の所在地、名称、代表者名及び電話番号を記入してください。
　　　指定を受けようとする営業所の名称、所在地及び電話番号を記入してください。
（更新申請の場合は、指定番号も記入してください）
　　・配置する業務登録者名簿

　　　業務登録者の氏名、業務登録番号※注）、有効期限年月日、兼任を記入してください。
　　・誓約書

　　　申請者の所在地、名称及び代表者名を記入してください。
（代表者名は本人が自署してください）
　　・営業所所在地の見取図

　　　営業所の位置を○印で明示してください。（周辺地図等のコピー貼付可）
２ 必要な添付書類について。
　　　（１）登記事項証明書の原本
　　　　　　現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
　　　　　　※上記証明書に営業拠点が記載されていない場合は、営業拠点確認書
（別紙見本）が必要です。

　　　（２）定款の写し（財団法人は寄附行為の写し）
　　　（３）業務登録通知書の写し（別紙様式７ 参照）
　　　　　　札幌市が発行した業務登録通知書で業務登録番号※注）と有効期間が記載されているもの。

　　　（４）申請者と業務登録者の雇用関係を証する書類の写し等
　　　　　　　　例) 住民税特別徴収税額通知書の写し、給与支払関係書類の写し、
健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、
　　　　　　　　　　　 雇用確認書（別紙見本 参照）の場合は原本など。(いずれか１点)
※注）　北海道地方下水道協会が発行する北海道排水設備工事責任技術者資格認定証の資格登録番号ではありません。
【個人の場合】は、次ページ(裏面)を参照
【個人の場合】

１ 指定申請書の記載内容について

　　・指定申請書

　　　申請者の住所、氏名及び電話番号を記入してください。
　　・配置する業務登録者名簿

　　　業務登録者の氏名、業務登録番号※注）、有効期限年月日、兼任を記入してください。

　　・誓約書

　　　申請者の住所、氏名を記入してください。
（氏名は本人が自署してください）
　　・営業所所在地の見取図

　　　営業所の位置を○印で明示してください。（周辺地図等のコピー貼付可）
２ 必要な添付書類について。

（１）申請者本人の住民票又は住民票記載事項証明書の原本
　　　　　　※営業拠点が住民票の住所と異なる場合は、営業拠点確認書（別紙見本）
が必要です。

　　　（２）業務登録通知書の写し（別紙様式７ 参照）
　　　　　　札幌市が発行した業務登録通知書で業務登録番号※注）と有効期間が記載されているもの。


　　　（３）申請者と業務登録者の雇用関係を証する書類の写し等
　　　　　　　例) 住民税特別徴収税額通知書の写し、給与支払関係書類の写し、
健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、

　　　　　　　　　 雇用確認書（別紙見本 参照）の場合は原本など。(いずれか１点)
※注）　北海道地方下水道協会が発行する北海道排水設備工事責任技術者資格認定証の資格登録番号ではありません。

お問合わせ先

札幌市下水道河川局事業推進部排水指導課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　０１１－８１８－３４２２
様式７

令和　　　年　　月　　日

　　　○○　○○　　様

札幌市長　秋元　克広

業務登録通知書

業務登録者として、札幌市に業務登録しましたので、札幌市下水道条例第８条の９第３項（第８条の１０第３項の規定において準用する第８条の９第３項）の規定に基づき、通知します。

　業務登録番号　第　○○○○○　号

　有効期間　　　令和○○年○○月○○日から

　　　　　　　　令和○○年　３月３１日まで

　　　この通知書は、有効期間内において、大切に保管してください。
( 見 本 )

　雇　用　確　認　書

札幌市長

選任した業務登録者である　　□□　□□　　は、
　　　㈱○○設備　　　　　　　の正社員として、
　　　　　札幌営業所　　　　　で勤務しております。

以上、相違ありません。

令和○○年○○月○○日

本社所在地

名称
代表者名　　　　          　　㊞
( 見 本 )

　営　業　拠　点　確　認　書

札幌市長

　　　　　　　㈱○○設備　　　　　　は、札幌の営業拠点として、
　　札幌市　□□　区　　　△△△　　　 　　　　　　　　　に、
　　　　　　札幌営業所　　　　　　　を構えております。
以上、相違ありません。

令和○○年○○月○○日

本社所在地

名称
代表者名　　　　          　　㊞
誓約書の内容について
　札幌市下水道条例第８条の３では、指定工事業者の指定について、下記の内容で規定しています。
誓約書の本文中の「札幌市下水道条例第８条の３第２項第３号アからカまで及びクのいずれにも該当しない者」とは、枠内のとおりです。
第８条の３　前条の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に指定の申請をしなければならない。
２　市長は、前項の申請をした者が、次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、指定工事業者として指定をするものとする。
　(1) 北海道内に営業所を有すること。
　　(2) 前号の営業所ごとに、業務登録者を選任していること。
　　(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
　　ア　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
　　　イ　第８条の８第１項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者
ウ　第８条の１３の規定により登録を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者
　　　エ　その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
　　　オ　暴力団員（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２５年条例第６号）第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者
　　　カ　精神の機能の障害により排水設備等工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
キ　法人であって、その代表者又は役員のうちにアからカまでのいずれかに該当する者があるもの
　　　ク　札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第７条第１項に規定する暴力団関係事業者である者
３　市長は、前項の規定により指定をしたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌市下水道河川局事業推進部排水指導課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡　０１１－８１８－３４２２






( 見 本 )











